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報 告 第 １ 号 の 「 専 決 処 分 の 報 告 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 1 8 0条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 市 長 の 専 決 事 項 に 指 定 さ れ た １ 件 1 0 0万 円 以 下 の

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に 関 し 専 決 処 分 し た も の で 、

同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 

 事 故 の 概 要 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 大 口 白 木 1 2 8 1番 地

６ 付 近 に お い て 、 相 手 方 の 車 両 が 市 道 を 走 行 中 に 市 道 の

一 部 が 陥 没 し 、 当 該 陥 没 箇 所 に 相 手 方 車 両 の 右 後 輪 が 落

下 し 、 車 両 の 一 部 を 損 壊 し た も の で 、 損 害 賠 償 の 額 及 び

和 解 の 内 容 と い た し ま し て は 、 事 故 の 過 失 割 合 は 、 市 を

1 0 0パ ー セ ン ト と し 、 市 は 相 手 方 に 2 7万 5 , 0 0 0円 を 支 払 う

こ と を も っ て 、 以 後 市 と 相 手 方 の 双 方 は 、 本 件 事 故 に 関

し 異 議 を 申 し 立 て な い こ と を 確 約 す る も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 、 報 告 １ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  
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追 加 提 案 い た し ま し た 議 案 第 3 7号 「 伊 佐 市 議 会 議 員 の 議

員 報 酬 、 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て 」 、 議 案 第 3 8号 「 伊 佐 市 特 別 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い

て 」 、 議 案 第 3 9号 「 伊 佐 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 」 、 及 び 議 案 第 4 0 号

「 伊 佐 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 国 家 公 務 員 の 給 与 改 定 に 準 じ 、

市 議 会 議 員 、 特 別 職 の 職 員 、 一 般 職 の 職 員 及 び 会 計 年 度

任 用 職 員 の 期 末 手 当 に 関 し 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ

り ま す 。  

 

以 上 、 議 案 ４ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。 よ ろ し

く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  


